
(第 1条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(対 象 職 員 の 範 囲 及 び 勤 務 時 間 等 ) (対 象 職 員 の 範 囲 及 び 勤 務 時 間 等 ) 

第 2条  勤 務 時 間 等 に つ い て 、 特 例 の 対 象

と な る 職 員 の 範 囲 及 び 勤 務 時 間 等 は 、

別 表 第 1(地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第

261号 )第 28条 の 4第 1項 又 は 第 28条 の 5第

1項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も

の (以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 )に あ つ て は ， 別 表 第 2)の と お り と

す る 。  

第 2条  勤 務 時 間 等 に つ い て 、 特 例 の 対 象

と な る 職 員 の 範 囲 及 び 勤 務 時 間 等 は 、

別 表 第 1(地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第

261号 )第 22条 の 4第 3項 に 規 定 す る 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 (以 下 「 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 」 と い

う 。 )に あ っ て は 、 別 表 第 2)の と お り と

す る 。  

2  別 表 第 2の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 110

号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 )第 10

条 第 3項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定

す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職

員 (同 法 第 17条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務

を す る こ と と な っ た 職 員 を 含 む 。 以 下

「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 )又

は 育 児 休 業 法 第 18条 第 1項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務

に 伴 う 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 )に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

表 職 員 の 欄 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

＿ ＿ ＿ 」 と あ る の は 「 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 に 伴 う 短 時

間 勤 務 職 員 」 と 、 同 表 勤 務 時 間 及 び そ

の 割 振 り の 欄 中 「 1日 に つ き 7時 間 45分

で 、 か つ 4週 間 」 及 び 「 午 前 8時 30分 か

ら 午 後 5時 15分 ま で と し 、 4週 間 」 と あ

る の は そ れ ぞ れ 「 4週 間 」 と 、 「 15時 間

30分 か ら 31時 間 」 と あ る の は 「 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 に あ っ て は 19時 間 25分

か ら 24時 間 35分 ま で 、 育 児 短 時 間 勤 務

に 伴 う 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 19時

間 20分 と 、 休 憩 時 間 の 欄 中 「 1時 間 」 と

あ る の は 「 1時 間 以 内 」 と 、 「 一 般 の 職

員 に 同 じ 」 と あ る の は 「 勤 務 時 間 中 に 1

時 間 以 内 と し 、 そ の 時 限 は 、 課 等 の 長

2 別 表 第 2の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 110

号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 )第 10

条 第 3項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定

す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職

員 (同 法 第 17条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務

を す る こ と と な っ た 職 員 を 含 む 。 以 下

「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 )又

は 育 児 休 業 法 第 18条 第 1項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務

に 伴 う 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 )に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

表 職 員 の 欄 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 」 と あ る の は 「 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 に 伴 う 短 時

間 勤 務 職 員 」 と 、 同 表 勤 務 時 間 及 び そ

の 割 振 り の 欄 中 「 1日 に つ き 7時 間 45分

で 、 か つ 4週 間 」 及 び 「 午 前 8時 30分 か

ら 午 後 5時 15分 ま で と し 、 4週 間 」 と あ

る の は そ れ ぞ れ 「 4週 間 」 と 、 「 15時 間

30分 か ら 31時 間 」 と あ る の は 「 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 に あ っ て は 19時 間 25分

か ら 24時 間 35分 ま で 、 育 児 短 時 間 勤 務

に 伴 う 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 19時

間 20分 と 、 休 憩 時 間 の 欄 中 「 1時 間 」 と

あ る の は 「 1時 間 以 内 」 と 、 「 一 般 の 職

員 に 同 じ 」 と あ る の は 「 勤 務 時 間 中 に 1

時 間 以 内 と し 、 そ の 時 限 は 、 課 等 の 長



が 定 め る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  が 定 め る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

3 (略 ) 3 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 2条 、 第 3条 関 係 ) 別 表 第 1(第 2条 、 第 3条 関 係 ) 

職

員  

勤 務 時 間 及 び そ

の 割 振 り  

休 憩 時

間  

週 休

日  

文

書

館

に

勤

務

す

る

職

員  

1日 に つ き 7時 間

45分 で 、 か つ    

  、 4週 間 に つ

き 1週 間 当 た り の

勤 務 時 間 が 38時

間 45分 と な る よ

う に 勤 務 の 実 情

に 応 じ 課 等 の 長

が 定 め る 。  

(略 )  (略 ) 

(略 ) 

さ

む

か

わ

庭

球

場

に

勤

務

す

る

職

員  

午 前 8時 30分 か ら

午 後 5時 15分 ま で

と し 、 4週 間 に つ

き 1週 間 当 た り の

勤 務 時 間 が 38 時

間 45 分 と な る よ

う に 勤 務 の 実 情

に 応 じ 課 等 の 長

が 定 め る 。  

一 般 の

職 員 に

同 じ 。  

4 週 間

を 通

じ 8 日

間 と

し 、

課 等

の 長

が 定

め

る 。  

 

職

員  

勤 務 時 間 及 び そ

の 割 振 り  

休 憩 時

間  

週 休

日  

文

書

館

に

勤

務

す

る

職

員  

午 前 8時 30分 か ら

午 後 5時 15分 ま で

と し 、 4週 間 に つ

き 1週 間 当 た り の

勤 務 時 間 が 38時

間 45分 と な る よ

う に 勤 務 の 実 情

に 応 じ 課 等 の 長

が 定 め る 。  

(略 )  (略 ) 

(略 ) 

(削 る ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別 表 第 2(第 2条 、 第 3条 関 係 ) 別 表 第 2(第 2条 、 第 3条 関 係 ) 

職

員  

勤 務 時 間 及

び そ の 割 振

り  

休 憩

時 間  

週 休 日  

自 (略 )  (略 ) (略 ) 

職

員  

勤 務 時 間 及

び そ の 割 振

り  

休 憩

時 間  

週 休 日  

自 (略 ) (略 ) (略 ) 



動

車

運

転

業

務

に

従

事

す

る

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 

 

 

文

書

館

に

勤

務

す

る

再

任

用

短

時

間

勤

務

1日 に つ き 7

時 間 45分

で 、 か つ    

 、 4週 間 に

つ き 1週 間 当

た り の 勤 務

時 間 が 15 時

間 30 分 か ら

31 時 間 ま で

と な る よ う

に 勤 務 の 実

情 に 応 じ 課

等 の 長 が 定

め る 。  

(略 ) (略 ) 

動

車

運

転

業

務

に

従

事

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

文

書

館

に

勤

務

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

午 前 8時 30分

か ら 午 後 5時

15 分 ま で と

し 、 4週 間 に

つ き 1週 間 当

た り の 勤 務

時 間 が 15 時

間 30 分 か ら

31 時 間 ま で

と な る よ う

に 勤 務 の 実

情 に 応 じ 課

等 の 長 が 定

め る 。  

(略 ) (略 ) 



職

員  

 

 

 

広

域

リ

サ

イ

ク

ル

セ

ン

タ

ー

に

勤

務

す

る

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 

 

 

(略 ) (略 ) (略 ) 

さ

む

か

わ

庭

午 前 8時 30分

か ら 午 後 5時

15 分 ま で と

し 、 4週 間 に

つ き 1週 間 当

一 般

の 職

員 に

同

じ 。  

月 曜 日 (祝 日

が 月 曜 日 に

当 た る 場 合

は 、 そ の 翌

日 ) 及 び 課

間

勤

務

職

員  

広

域

リ

サ

イ

ク

ル

セ

ン

タ

ー

に

勤

務

す

る

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

(略 ) (略 ) (略 ) 

(削 る ) 

 

 

 

 



球

場

に

勤

務

す

る

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

た り の 勤 務

時 間 が 15 時

間 30 分 か ら

31 時 間 ま で

と な る よ う

に 勤 務 の 実

情 に 応 じ 課

等 の 長 が 定

め る 。  

等 の 長 が 指

定 す る 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 職 員 服 務 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(勤 務 時 間 の 割 振 り ) (勤 務 時 間 の 割 振 り ) 

第 6条  (略 ) 第 6条  (略 ) 

2～ 4 (略 ) 2～ 4 (略 ) 

5  地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第 261号 )

第 28条 の 5第 1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務

の 職 を 占 め る 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 振 り

に つ い て は 、 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 別 に 定 め る 。  

5  地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第 261号 )

第 22条 の 4第 1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務

の 職 を 占 め る 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 振 り

に つ い て は 、 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 別 に 定 め る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

    附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1  こ の 訓 令 は 、 令 和 5年 4月 1日 か ら 施 行

す る 。  

  (寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す



る 規 程 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ) 

 2 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

(令 和 3年 法 律 第 63号 )附 則 第 9条 第 2項 に

規 定 す る 暫 定 再 任 用 職 員 で あ っ て 同 法

に よ る 改 正 後 の 地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年

法 律 第 261号 )第 22条 の 4第 1項 に 規 定 す

る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の は 、 同

条 第 3項 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 寒 川 町

職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す る 規 程

の 規 定 を 適 用 す る 。  

 


